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第１節食品衛生 

 

１食品関係営業施設と監視指導 
 

表１－１食品関係営業施設数（許可を要する施設）                                               (平成 26年度) 

市   町 

 

区   分 

管 内 市町別 

 

石
川
中
央 

河
北
地
域 

セ
ン
タ
ー 

白

山

市 

野

々

市

市 
か

ほ

く

市 

津

幡

町 

内

灘

町 

計 4,843 3,471 1,372 2,284 1,187 567 460 330 

飲 食 店 営 業 2,084 1,492 592 906 586 227 195 170 

一 般 食 堂 ・ レ ス ト ラ ン 等 913 650 263 389 261 112 80 71 

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 132 99 33 63 36 11 14 8 

旅 館 97 80 17 77 3 6 8 3 

そ の 他 942 663 279 377 286 98 93 88 

菓 子 ( パ ン を 含 む 。 ) 製 造 業 403 279 124 199 80 39 50 35 

乳 処 理 業 1 1 0 0 1 0 0 0 

乳 製 品 製 造 業 7 7 0 6 1 0 0 0 

魚 介 類 販 業 228 158 70 98 60 40 15 15 

魚 介 類 せ り 売 り 営 業 1 1 0 1 0 0 0 0 

魚 肉 練 り 製 品 製 造 業 5 4 1 3 1 0 1 0 

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業 23 22 1 18 4 0 1 0 

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業 12 10 2 9 1 1 1 0 

喫 茶 店 営 業 893 662 231 480 182 96 93 42 

あ ん 類 製 造 業 2 1 1 1 0 0 1 0 

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業 73 55 18 41 14 3 10 5 

乳 類 販 売 業 607 407 200 250 157 91 63 46 

食 肉 処 理 業 15 8 7 6 2 4 2 1 

食 肉 販 売 業 259 178 81 107 71 43 17 21 

食 肉 製 品 製 造 業 5 3 2 3 0 1 0 1 

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 2 2 0 1 1 0 0 0 

ﾏ ｰ ｶ ﾞ ﾘ ﾝ 又 は ｼ ｮ ｰ ﾄ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ 製 造 業 1 1 0 1 0 0 0 0 

み そ 製 造 業 29 22 7 19 3 3 4 0 

醤 油 製 造 業 8 6 2 6 0 1 1 0 

ソ ー ス 類 製 造 業 3 3 0 3 0 0 0 0 

酒 類 製 造 業 12 11 1 10 1 0 1 0 

納 豆 製 造 業 3 3 0 2 1 0 0 0 

豆 腐 製 造 業 19 15 4 12 3 2 0 2 

め ん 類 製 造 業 15 14 1 12 2 0 1 0 

そ う ざ い 製 造 業 125 99 26 84 15 15 4 7 

清 涼 飲 料 水 製 造 業 4 4 0 3 1 0 0 0 

氷 雪 製 造 業 2 1 1 1 0 1 0 0 

氷 雪 販 売 業 2 2 0 2 0 0 0 0 
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表１－２食品関係営業施設数（許可を要しない施設）                                            （平成 26年度） 

                市  町 

 

 

区  分 

管   内 市  町  別  

 

石
川
中
央 

河
北
地
域 

セ
ン
タ
ー 

白

山

市 

野

々

市

市 

か

ほ

く

市 

津

幡

町 
内

灘

町 

計 1,790 1,090 700 738 352 318 209 173 

給 食 施 設 207 124 83 97 27 29 35 19 

学 校 45 27 18 24 3 3 13 2 

保 育 所 70 39 31 30 9 10 13 8 

社 会 福 祉 施 設 54 41 13 31 10 8 3 2 

病 院 ・ 診 療 所 30 11 19 8 3 8 5 6 

事 業 所 5 2 3 1 1 0 2 1 

そ の 他 3 2 1 2 0 0 1 0 

乳 さ く 取 業 26 13 13 13 0 0 0 13 

食 品 製 造 業 189 124 65 104 20 34 23 8 

野 菜 ・ 果 物 販 売 業 282 182 100 118 64 40 33 27 

そ う ざ い 販 売 業 234 184 50 118 66 21 15 14 

菓子 (パンを含む。 )販売業 374 197 177 129 68 77 52 48 

食 品 販 売 業 ( 上 記 以 外 ) 324 190 134 114 76 76 30 28 

添 加 物 販 売 業 40 28 12 17 11 5 4 3 

器具・容器包装・おもちゃの製造業又は販売業 114 50 64 29 21 36 15 13 

 



15 
 

表１－３営業許可・廃業数と監視指導件数（許可を要する施設）                                  （平成 26年度） 

区分 

業態別 

年 度 当 初 

施 設 数 

営業許可数 
廃 業 数 

年度末 

在施設数 

監視指導 

件数 

監 視 率

( ％ ) 新規 継続 

計 
4,759 

(1,348) 

450 

(140) 

438 

(158) 

366 

(116) 

4,843 

(1,372) 

2,237 

(735) 

46.2 

(53.6) 

飲 食 店 営 業 
2,056 

(585) 

177 

(43) 

208 

(83) 

149 

(36) 

2,084 

(592) 

988 

(324) 

47.4 

(54.7) 

菓子（パンを含む。）製

造 業 
390 

(118) 

38 

(19) 

51 

(23) 

25 

(13) 

403 

(124) 

249 

(94) 

61.8 

(75.8) 

乳 処 理 業 
1 

(-) 

-  

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

1 

(-) 

3 

(-) 

300.0 

(0.0) 

乳 製 品 製 造 業 
7 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

7 

(-) 

8 

(-) 

114.3 

(0.0) 

魚 介 類 販 売 業 
217 

(67) 

26 

(7) 

23 

(8) 

15 

(4) 

228 

(70) 

155 

(67) 

68.0 

(95.7) 

魚介類せり売り営業 
1 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

1 

(-) 

- 

(-) 

0.0 

(0.0) 

魚肉練り製品製造業 
5 

(1) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

5 

(1) 

4 

(-) 

80.0 

(0.0) 

食品の冷凍又は冷蔵業 
24 

(1) 

2 

(-) 

- 

(-) 

3 

(-) 

23 

(1) 

16 

(3) 

69.6 

(300.0) 

かん詰又はびん詰食品製造業 
12 

(2) 

- 

(-) 

2 

(1) 

- 

(-) 

12 

(2) 

5 

(1) 

41.7 

(50.0) 

喫 茶 店 営 業 
879 

(227) 

118 

(37) 

54 

(8) 

104 

(33) 

893 

(231) 

185 

(49) 

20.7 

(21.2) 

あ ん 類 製 造 業 
2 

(1) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

2 

(1) 

4 

(2) 

200.0 

(200.0) 

ア イ ス ク リ ー ム 類 

製 造 業 
80 

(21) 

3 

(-) 

10 

(3) 

10 

(3) 

73 

(18) 

56 

(8) 

76.7 

(44.4) 

乳 類 販 売 業 
597 

(195) 

49 

(15) 

52 

(17) 

39 

(10) 

607 

(200) 

209 

(84) 

34.4 

(42.0) 

食 肉 処 理 業 
15 

(7) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

15 

(7) 

16 

(7) 

106.7 

(100.0) 

食 肉 販 売 業 
242 

(76) 

30 

(9) 

18 

(7) 

13 

(4) 

259 

(81) 

163 

(66) 

62.9 

(81.5) 

食 肉 製 品 製 造 業 
6 

(2) 

- 

(-) 

- 

(-) 

1 

(-) 

5 

(2) 

5 

(2) 

100.0 

(100.0) 

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 
2 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

2 

(-) 

3 

(-) 

150.0 

(0.0) 

ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ 

製 造 業 
1 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

1 

(-) 

2 

(-) 

200.0 

(0.0) 

み そ 製 造 業 
29 

(8) 

1 

(-) 

5 

(3) 

1 

(1) 

29 

(7) 

18 

(7) 

62.1 

(100.0) 

醤 油 製 造 業 
9 

(2) 

- 

(-) 

1 

(1) 

1 

(-) 

8 

(2) 

4 

(1) 

50.0 

(50.0) 

ソ ー ス 類 製 造 業 
3 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

3 

(-) 

1 

(-) 

33.3 

(0.0) 

酒 類 製 造 業 
12 

(1) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

12 

(1) 

2 

(-) 

16.7 

(0.0) 

納 豆 製 造 業 
3 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

3 

(-) 

3 

(-) 

100.0 

(0.0) 

豆 腐 製 造 業 
19 

(4) 

- 

(-) 

1 

(-) 

- 

(-) 

19 

(4) 

36 

(6) 

189.5 

(150.0) 

め ん 類 製 造 業 
15 

(1) 

2 

(-) 

- 

(-) 

2 

(-) 

15 

(1) 

14 

(1) 

93.3 

(0.0) 

そ う ざ い 製 造 業 
124 

(28) 

4 

(1) 

12 

(4) 

3 

(3) 

125 

(26) 

83 

(14) 

66.4 

(53.8) 

清 涼 飲 料 水 製 造 業 
4 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

4 

(-) 

4 

(-) 

100.0 

(0.0) 

氷 雪 製 造 業 
2 

(1) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

2 

(1) 

- 

(-) 

(0.0) 

(0.0) 

氷 雪 販 売 業 
2 

(-) 

- 

(-) 

1 

(-) 

- 

(-) 

2 

(-) 

1 

(-) 

50.0 

(0.0) 

※（ ）は、河北地域センター管内分を再掲 
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表１－４営業届出・廃業数と監視指導件数（許可を要しない施設）                                 （平成 26年度） 

区分 

業態別 

年度当初 

施 設 数 
届 出 数 廃 業 数 

年度末 

施設数 

監視指導 

件 数 

監 視 率

( ％ ) 

計 
1,755 

(695) 

46 

(6) 

11 

(1) 

1,790 

(700) 

952 

(324) 

53.2 

(46.3) 

給 食 施 設 
199 

(84) 

18 

(2) 

10 

(1) 

207 

(83) 

81 

(28) 

39.1 

(33.7) 

学 校 
49 

(18) 

1 

(-) 

5 

(-) 

45 

(18) 

22 

(7) 

48.9 

(38.9) 

保 育 所 
63 

(31) 

12 

(1) 

5 

(1) 

70 

(31) 

33 

(12) 

47.1 

(38.7) 

社 会 福 祉 施 設 
49 

(12) 

5 

(1) 

- 

(-) 

54 

(13) 

14 

(2) 

25.9 

(15.4) 

病 院 ・ 診 療 所 
30 

(19) 

- 

(-) 

- 

(-) 

30 

(19) 

12 

(7) 

40.0 

(36.8) 

事 業 所 
5 

(3) 

- 

(-) 

- 

(-) 

5 

(3) 

- 

(-) 

0.0 

(0.0) 

そ の 他 
3 

(1) 

- 

(-) 

- 

(-) 

3 

(1) 

- 

(-) 

0.0 

(0.0) 

乳 さ く 取 業 
26 

(13) 

- 

(-) 

- 

(-) 

26 

(13) 

- 

(-) 

0.0 

(0.0) 

食 品 製 造 業 
174 

(61) 

16 

(4) 

1 

(-) 

189 

(65) 

27 

(3) 

14.3 

(4.6) 

野 菜 ・ 果 物 販 売 業 
280 

(100) 

2 

(-) 

- 

(-) 

282 

(100) 

129 

(47) 

45.7 

(47.0) 

そ う ざ い 販 売 業 
232 

(50) 

2 

(-) 

- 

(-) 

234 

(50) 

143 

(70) 

61.1 

(140.0) 

菓 子 ( パ ン を 含 む 。 ) 

販 売 業 

372 

(177) 

2 

(-) 

- 

(-) 

374 

(177) 

229 

(79) 

61.2 

(44.6) 

食品販売業（上記以外） 
322 

(134) 

2 

(-) 

- 

(-) 

324 

(134) 

233 

(75) 

71.9 

(56.0) 

添 加 物 販 売 業 
38 

(12) 

2 

(-) 

- 

(-) 

40 

(12) 

49 

(12) 

112.5 

(100.0) 

器具・容器包装・おもち

ゃの製造業又は販売業 

112 

(64) 

2 

(-) 

- 

(-) 

114 

(64) 

61 

(10) 

53.5 

(15.6) 

※（ ）は、河北地域センター管内分を再掲 

 

２食中毒発生状況 
（平成 26年度） 

№ 発生年月日 原因施設 摂食者数 患者数 原因食品 病因物質 原因施設 摂取場所 調理場所 行政処分 

１ H26.4.6 白山市 不明 27 

不明   

（4月 5日、

6 日の昼食） 

ノロウイルス GⅡ 飲食店 飲食店 飲食店 3 日間営業停止 

２ H27.2.9 かほく市 不明 7 

不明   

（2月 6日の

夕食） 

カンピロバクター 飲食店 飲食店 飲食店 3 日間営業停止 

現状及び課題： 

 

現在、食品衛生管理の手法として、ＨＡＣＣＰ（危害分析・重要管理点）による管理の導入が、欧米を中心に進ん

でおり、輸出条件として義務づける等、貿易上必須となりつつある。しかし、日本では普及率が低く、ＨＡＣＣＰの

普及が重要となっている。 

対      策 ： 平成２７年３月、「石川県食の安全・安心推進条例」が制定され、事業者等の自主的な取組の強化が

求められるようになった。また「石川県食品衛生法施行条例」が一部改正され、ＨＡＣＣＰによる 

管理運営基準の活用が可能となった。ＨＡＣＣＰによる管理の義務化を見据え、段階的に導入できる

ための準備として、事業者による自主衛生管理を推進し、以下の点を踏まえた取組が必要である。 

① ＨＡＣＣＰの概念に基づく指導  

② 各種研修会等の利用による自主衛生管理及びＨＡＣＣＰについての普及啓発 

③ 関係団体との連携強化  
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３食品等収去試験 
（平成 26年度） 

 

 

４食品衛生苦情相談 
（平成 26年度） 

年度 総数 

苦情内容 

腐敗変敗 かび発生 
異物混入 

（虫体） 

異物混入 

(虫体以外) 
表示不良 有症苦情 その他 

平成 21 32 (8) 1 (-) 2 (1) 3 (-) 4 (1) - (-) 12 (2) 10 (4) 

22 25 (7) - (-) 2 (1) 3 (-) 6 (2) - (-) 8 (2) 6 (2) 

23 41  -  1  3  6  1  25  5  

24 35  3  4  4  2  -  15  7  

25 56 (17) 4 (2) 3 (1) 3 (1) 7 (2) 4  24 (9) 11 (2) 

26 39 (13) 3  2 (1) 1  10 (4) 2 (1) 13 (3) 8 (4) 

※（ ）は、河北地域センター管内分再掲 

 

５食品衛生の消費者普及啓発 

 

ア 食中毒予防等に関する講習会の実施 

回数：36回 

対象者・人数：食品衛生責任者、事業所従業員、食生活改善推進員等延べ 3,015 人 

イ 市町広報誌に食中毒予防について啓発記事の掲載 
ウ 食中毒予防パンフレットの配布 

 

 

区分 

 

 

食品等の種別 

試験した 

収去検体数 

検査項目 
不 良 

件 数 成分規格 指導基準 
添 加 物 

使用基準 
残留農薬 重 金 属 そ の 他 

計  249  82  35  69  12  -  31  6 

器具・容器包装  1  1  -  -  -  -  -  - 

おもちゃ  1  1  -  -  -  -  -  - 

魚介類  18  18  -  -  -  -  -  - 

冷凍食品  5  3  -  -  -  -  2  - 

魚介類加工品  16  6  -  3  -  -  7  - 

肉・卵類及びその加工品  44  4  -  4  2  -  14  - 

牛乳  3  3  -  -  -  -  -  - 

乳類加工品  5  5  -  -  -  -  -  - 

アイスクリーム類・氷菓  9  9  -  -  -  -  -  2 

穀類及びその加工品  13  -  5  5  -  -  3  - 

野菜類・果物及び加工品  48  -  15  21  10  -  2  - 

菓子類  32  -  7  22  -  -  3  4 

清涼飲料水  18  12  -  6  -  -  -  - 

氷雪  -  -  -  -  -  -  -  - 

かん詰・びん詰食品  5  -  -  5  -  -  -  - 

その他の食品  31  20  8  3  -  -  -  - 


